
障害者自立支援法施行令の概要

１ 支給決定の手続に関する事項

（１）市町村審査会に関する事項（第４条～第９条関係）

市町村審査会の委員の定数の基準、会議の運営手続き等を定める。

（２）支給決定等に関する事項（第１０条～第１６条関係）

支給決定、障害程度区分の認定に関する手続き等を定める。

２ 介護給付費等の支給に関する事項

（１）障害福祉サービス費の負担上限月額（第１７条関係）

① ②～④以外の者 3万7200円

② 市町村民税世帯非課税者

要保護者のうち厚生労働省令で定める者 2万4600円

③ 市町村民税世帯非課税者かつ障害基礎年金等の収入額が80万円以下である者

要保護者のうち厚生労働省令で定める者 1万5000円

④ 生活保護の被保護者等

要保護者のうち厚生労働省令で定める者 0円

（２）高額障害福祉サービス費に関する事項（第１９条～第２１条関係）

高額障害福祉サービス費の支給要件、支給額等を定める。

３ 自立支援医療費の支給に関する事項

（１）自立支援医療の種類 （第１条関係）

育成医療、更生医療及び精神通院医療とする。

（２）自立支援医療費の支給認定に係る基準（第２９条関係）

支給認定に係る障害者等及びその属する世帯の他の世帯員について、当該年度分の市町村

民税の所得割の額を合算した額が20万円未満であることとする。

（３）自立支援医療費の負担上限月額（第３５条関係）

① ②～⑤以外の者であって高額治療継続者である者 1万円

② 高額治療継続者かつ世帯の市町村民税の所得割の合算額が2万円未満の者 5000円

③ 市町村民税世帯非課税者

要保護者のうち厚生労働省令で定める者 5000円

④ 市町村民税世帯非課税者かつ支給認定障害者等の収入が80万円以下である者

要保護者のうち厚生労働省令で定める者 2500円

⑤ 被保護者

要保護者のうち厚生労働省令で定める者 0円

（４）その他

支給認定、自立支援医療指定医療機関の指定に係る手続き等に関する事項を定める。



４ 国等の負担に関する事項（第４４条、第４５条関係）

市町村等が支弁する費用について、国、都道府県が負担する額を定める。

５ 不服審査会等に関する事項（第４６条～第５０条関係）

不服審査会の委員の定数の基準、会議の運営手続き及び審査請求等の記載事項等を定める。

６ 経過措置

（１）障害福祉サービスの利用者負担額の経過措置（附則第１１条関係）

平成21年3月31日までの間、共同生活援助を行う住居に入居する者のうち、資産の状況等

が一定の基準を満たすものについて、負担上限月額を減額できることとする。

（２）自立支援医療費の支給要件の経過措置（附則第１２条関係）

平成21年3月31日までの間、自立支援医療費の対象者は、支給認定に係る障害者等及びそ

の属する世帯の他の世帯員について、市町村民税の所得割の額が20万円以上かつ高額治療継

続者である者も含むこととする。

（３）自立支援医療費の負担上限月額に関する経過措置（附則第１３条関係）

、 、① 平成21年3月31日までの間 世帯が一定所得以上かつ高額治療継続者である者について

自立支援医療費の負担上限月額を2万円とすること。

② 育成医療の負担上限月額につき、平成21年3月31日までの間は以下の額とすること。

ア 世帯の市町村民税の所得割の額が20万円未満である者 4万200円

イ 世帯の市町村民税の所得割の額が2万円未満である者に相当する者 1万円

７ 関係法令の一部改正

（１）身体障害者福祉法施行令及び知的障害者福祉法施行令の改正（附則第１５条等関係）

① 負担上限月額及び高額施設訓練等支援費について、障害者自立支援法の負担上限月額及

び高額障害福祉サービス費に準じた内容を定める。

② 特定入所者食費等給付費の額は、施設等における食費等の基準費用額から収入等に応じ

て定められる食費等の負担限度額を控除した額とする。

③ 居宅サービスに関する事項、更生医療に関する事項等を削除する。

（２）関係政令の改正

児童福祉法施行令、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令などの関係法令につ

いて、居宅サービスに関する事項、育成医療、精神通院医療に関する事項を削除する等所要

の改正を行う。

８ 施行期日

平成１８年４月１日


